
【別添３】多子加算に係る具体例について

提出がない場合、第１子は職権により消滅し、人数にカウントされなくなります。



【別添３】多子加算に係る具体例について

提出がない場合、第２子は職権により消滅し、人数にカウントされなくなります。



【別添３】多子加算に係る具体例について

提出がない場合、第２子は職権により消滅し、人数にカウントされなくなります。
※第２子が就職により経済的負担がなくなった場合は様式第１６号の提出は不要です。
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職権による消滅が
発生しないため、
提出は不要。
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職権による消滅が
発生しないため、
提出は不要。



【別添３】多子加算に係る具体例について

子が３人以上いないため、多子加算は対象外であり、第１子・第２子は職権により
消滅し、減額改定となります。

※「高校３年生がいるので提
出します！」といってもR8
年度時点では算定可能な子が
３人以上いないため、提出し
ても額が変わらないことから
申請不要です。
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子が３人以上いないため、多子加算は対象外であり、第１子は職権により消滅し、
減額改定となります。
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